
令和６年度ヘルステックを核とした健康まちづくりプロジェクトにおける 

ＩｏＴを活用したみまもりサービス事業の実証に関する実施要項 

 

 

１．実施概要 

（１）実施主体 

青森市 

（２）目的 

青森市から、令和６年度ヘルステックを核とした健康まちづくりプロジェクトにお

けるＩｏＴを活用したみまもりサービス事業の実証（以下「みまもりサービスの実証」

という。）に協力する団体（以下「協力団体」という。）へ無償で貸し出す医療機器等を

活用し、協力団体が在宅患者や一人暮らしの高齢者など遠隔で見守りを受ける者（以下

「利用者」という。）に対して、みまもりサービスを提供することにより、見守り業務

の品質向上や介護従事者等の負担軽減等につながるか実証を行うもの。 

（３）取組等 

 ① 協力団体が行う内容 

  （ア）青森市から無償で貸与する医療機器及びヘルスケアデータプラットフォーム等を 

    活用し、利用者のバイタルデータ（脈拍や血圧など）を２４時間体制で確認する 

こと。 

（イ）異常値が示された場合、利用者又は御家族等への電話若しくは訪問介護又は訪問

看護、訪問診療を実施すること。 

（ウ）青森市が行うみまもりサービスの実証に関するアンケート調査に協力すること。 

② 青森市から協力団体へ無償で貸与する機器等 

貸与機器等名 台数 用途 

（ア）Checkme Pro B ADV １０台 SpO2、脈拍、体温、心電図を測定可能 

（イ）Checkme Ring １０台 SpO2、脈拍を測定可能 

（ウ）血圧計 １０台 血圧を測定可能 

（エ）テレビ電話 １０台 協力団体と利用者のやりとりで使用 

（オ）ヘルスケアデータプ

ラットフォーム（ソフ

トウェア） 

一式 （ア）、（イ）、（ウ）で測定したバイタルデ

ータの確認で使用 

（カ）Obniz １０台 （ア）、（イ）、（ウ）と（エ）を連携するた

めに使用 

（キ）スマートフォン

（moto g32） 

１０台 利用者自身が過去の測定値を確認するた

めに使用 

  ※台数は、浪岡病院が保有する台数。選定される協力団体数に応じて、協力団体１者

当たりの貸与台数は変動する。 



 ③ 協力団体が準備、負担すること 

  （ア）利用者のバイタルデータを確認するパソコン一式 

（イ）機器等の使用に伴い発生する電気代、通信料 

（ウ）みまもりサービスの実証に係る利用者を確保すること 

（エ）その他実証を行うに当たり、協力団体が当院及び第三者に及ぼした損害（青森 

市の責めに帰する理由による場合を除く）の賠償 

 

（４）実施期間 

令和６年６月３日（月）から令和７年２月２８日（金）まで 

 

２．応募資格 

みまもりサービスの実証に応募できる者は、次の要件の全てを満たす者（（１）及び（２）

については、複数の協力団体が連携し、体制を確立することも可能）とする。 

（１）青森市から無償で貸与する医療機器及びヘルスケアデータプラットフォーム等を活

用し、利用者のバイタルデータを２４時間遠隔で確認できる体制を確立していること。 

（２）異常値が示された場合、以下の対応ができる体制を確立していること。 

   ① 利用者又は御家族等への電話 

   ② 訪問介護又は訪問看護、訪問診療 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（４）協力申込書（様式第１号）提出の日において、会社法（平成１７年法律第８６号）第

４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７

５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立て

がなされた者でないこと。 

（５）協力申込書の提出期限から協力団体決定の日までの期間、青森市競争入札参加資格業

者指名停止要領（平成１７年４月１日実施）の規定による停止措置を受けていない者で

あること。 

（６）手形交換所による取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者である

こと。 

（７）青森市暴力団排除条例（平成２３年青森市条例第３３号）第２条第２号に規定する暴

力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。 

（８）協力団体が複数である場合は、全ての協力団体が、上記（３）から（８）までに掲げ

る条件を満たしていること。 

 

 



３．主なスケジュール 

No, 内容 日程 

（１） 実施要項等公表 令和６年４月１９日（金） 

（２） 質問の受付 令和６年４月１９日（金）から 

令和６年４月２４日（水）午後５時００分まで 

（３） 質問に対する回答 令和６年４月２５日（木）午後５時００分まで 

（４） 協力申込書等の提出期限 令和６年４月３０日（火）午後５時００分まで 

（５） 審査結果通知 令和６年５月１０日（金）まで 

（６） 医療機器等の貸与 

協力団体への説明 

令和６年５月１３日（月）から 

令和６年５月３１日（金）まで 

（７） ２４時間遠隔みまもり 

サービスの実施 

令和６年６月 ３日（月）から 

令和７年２月２８日（金）まで 

（８） アンケート配布 令和７年２月２１日（金） 

（９） アンケート提出期限 令和７年３月 ７日（金） 

 

４．実施要項及び応募様式等の配付 

青森市ホームページからダウンロードすること。 

https://www.city.aomori.aomori.jp/byoin-namioka/herusutekku.html 

 

５．みまもりサービスの実証内容に対する質問の受付 

（１）受付期限 令和６年４月２４日（水）午後５時００分（必着） 

（２）提出方法 

① 質問書（様式第２号）を用いて、電子メールにより提出すること。 

② 電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

namioka_hp@city.aomori.aomori.jp（青森市立浪岡病院事務局） 

③ 電話や口頭、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

（３）回答方法 

① 質問に対する回答は令和６年４月２５日（木）午後５時００分までに、協力申込書

を提出した全ての者に対して、全項目の回答を電子メールにて送信する。 

② ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものにつ

いては、質問者に対してのみ回答する。また、質問の内容によっては回答しないこと

もある。 

 

６．みまもりサービスの実証への協力申込 

（１）提出書類 

① 協力申込書（様式第１号） １部 

② 会社概要等（パンフレット、現在のサービス提供状況（契約者数）が分かる資料など。） 



③ ２４時間体制で、みまもりサービスの実証を実施可能であることが分かるもの 

（例）・定期巡回型随時対応型訪問介護看護の指定を受けている事業所の場合 

当該事業所が定期巡回型随時対応型訪問介護看護の指定を受けていること

がわかる書類等 

・訪問看護ステーション及び医療機関の場合 

当該事業所等が緊急時訪問介護加算又は２４時間対応体制加算の届け出を

していることがわかる書類等 

⑤ 令和６年４月１日現在の従業員名簿 

（２）提出期限 令和６年４月３０日（火）午後５時００分まで（必着） 

（３）提出方法 持参又は郵送（送付記録が残る方法で郵送すること） 

（４）提出先  １０の「問い合わせ及び書類提出先」 

 

７．みまもりサービスの実証への協力辞退 

（１）協力申込書（様式第１号）の提出後にみまもりサービスの実証への協力を辞退すると

きは、協力辞退届（様式第３号）を提出しなければならない。 

（２）提出期限 令和６年５月１日（水）午後５時００分まで（必着） 

（３）提出方法 持参又は郵送（送付記録が残る方法で郵送すること） 

（４）提出先 １０の「問い合わせ及び書類提出先」 

（５）協力辞退届の提出があった場合も、既に提出された一切の書類は返却しない。 

 

８．選定方法等 

 選定に当たっては、提出書類、業務実績、信頼性等を総合的に判断し、最大１０者の協力

団体を決定。結果は応募者すべてに通知。 

※ 審査の経緯は公表しない。 

※ 審査結果に対しての異議申し立ては受け付けない。 

 

９．協定書の締結 

 協力団体の決定後、青森市と協力団体は、みまもりサービスの実証に係る実施内容等につ

いて協定書を取り交わすものとする。 

 

１０．問合せ及び書類提出先 

青森市立浪岡病院事務局 地域医療連携チーム 

〒０３８－１３１１ 青森市浪岡大字浪岡字平野１８０ 

ＴＥＬ：０１７２－６２－３１１１ ＦＡＸ：０１７２－６２－３１１５ 

※問い合わせ、書類提出等に当たっての注意事項 

土曜日及び日曜日及び祝日を除く日の午前８時３０分から午後５時までとする。 


